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仕 様 書 

１． 適用範囲 

この仕様書は、加古川市上下水道局が使用する下水道用鋳鉄ふた及び転落防止装置につ

いて規定する。 

２． 種類 

ふたの種類は、表－1のとおりとする。 

 

表－１ふたの種類 

ＪＳＷＡＳ区分 種類 荷重区分 種 別 

直接ふた G-4 準拠 呼び 600 T-25、T-14 おすい・うすい・下水道・しゅうはい 

防護ふた G-3 準拠 呼び 300 T-25、T-14 おすい・うすい・下水道・しゅうはい 

 

３． 製品構造・機能及び寸法 

３－１. [呼び 6 0 0 ] 

（１）  製品の基本構造及び寸法は、(社)日本下水道協会 下水道用鋳鉄製マンホールふたＪ

ＳＷＡＳ Ｇ－４ (以下「Ｇ－４」という。)に準ずる。 

（２）  ふたと受枠の接触面は、全周にわたって勾配をつけ、双方がたつきのないように機械

加工によって仕上げ、外部荷重に対し、がたつきを防止できる性能及び同一製造業者に

おいてふたの互換性を有すること。 

（３）  製品は、ふたと受枠とがちょう番構造により連結され、ふたの取付け及び離脱が容易

であると共に、ふたが受枠から逸脱することなく 1 8 0 度転回及び 3 6 0 度旋回できる

こと。 

また、ふたのちょう番取付け部からの雨水及び土砂の流入を防止できること。 

（４）  ふたは、閉蓋することで自動的に施錠する構造であり、勾配嵌合による食込みに対し

て本市指定の専用開閉器具(別図－①)を長穴形状の開閉器具用穴に挿入し、使用しない

限り容易に開けられない構造であること。また、ふたの上部よりの雨水及び土砂の浸入

が防止できるものであること。但し、うすいのふたについてはバール穴から雨水が流入

可能な形状とすること。 

（５）  製品は、マンホール内の流体揚圧に対し、一定の高さまで浮上して圧力を開放し、ま

た一定の圧力まではふたの開放を防止できること。 

（６）  受枠については、安全性確保と昇降を容易にするため、一体鋳造による手持ちがあり

且つ、転落防止蓋の取付け取外しが可能であること。 

（７）  受枠については、必要に応じ、マンホール内の流体揚圧に対し耐揚圧性能を有するロ

ック付き転落防止装置(G—4 付属書)の取付けが可能であること。 

（８）  レベル調整装置は施工時のアンカーボルト締め過ぎによる受枠の変形防止及び道路勾

配に対する微調整が可能な機能を有し、施工性、操作が簡単な構造であること。また、

施工後において既設のアンカーボルト及び調整装置を使用した嵩上げが容易に行うこと

が可能であること。 

（９）  下水道用鋳鉄製マンホールふたの施工は調整部との耐久性を保持するため、無収縮

性・高流動性・超早強性を有する調整部材を使用するものであること。 

（10）  ふたの表面模様は、「つつじ」をデザインした添付図面(別紙－②)のとおりとし、ち

ょう番位置に製造業者のマークまたは略号を鋳出すること。尚、表面模様の高さは、Ｔ

－25は６ｍｍ以上、Ｔ－14 は４ｍｍ以上とする。 

（11）  受枠のアンカー穴の個数については 12個とする。 

 

 



３－２. [呼び 3 0 0 (防護ふた) ]  

（１）  製品の基本構造は、(社)日本下水道協会下水道用鋳鉄製防護ふたＪＳＷＡＳ Ｇ－３ 

(以下「Ｇ－３」という。)に準ずる。 

（２）  ふたと受枠の接触面は、全周にわたって勾配をつけ、双方がたつきのないように機械

加工によって仕上げ、外部荷重に対し、がたつきを防止できる性能及びふたの互換性を

有すること。 

（３）  製品は、ふたと受枠とがちょう番構造により連結され、ふたの取付け及び離脱が容易

であると共に、ふたが受枠から逸脱することなく 1 8 0 度転回及び 3 6 0 度旋回できる

こと。また、ふたのちょう番取付け部からの雨水及び土砂の流入を防止できること。 

（４）  ふたは、閉蓋することで自動的に施錠する構造であり、勾配嵌合による食込みに対し

て本市指定の専用開閉器具(別図－①)を長穴形状の開閉器具用穴に挿入し、使用しない

限り容易に開けられない構造であること。また、ふたの上部よりの雨水及び土砂の浸入

が防止できるものであること。 

（５）  ふたの表面模様は、「つつじ」をデザインした添付図面(別図－②)のとおり-とし、ち

ょう番位置に製造楽者のマークまたは略号を鋳出すること。尚、表面模様の高さは、Ｔ

－25は６ｍｍ以上、Ｔ－14 は４ｍｍ以上とする。 

（６）  ふたは、沈下防止等の目的で台座と組合して使用する 

（７）  受枠のアンカー穴については、6個とする。 

４． 材質 

Ｇ－４、Ｇ－３に準ずる。 

ただし、転落防止製置の材質は、のＪＩＳ Ｇ ４３０３(ステンレス鋼棒)または、ＪＩ

Ｓ Ｇ ４３０４ (熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定するＳＵＳ３０４と同等以上の

ものとする。 

５． 表示 

製品には、製造業者の責任表示として、別図－③に示すようにふた裏面に、種類、呼びの

記号、材質記号、製造業者のマークまたは略号、製造年(西暦下二桁)及び(社)日本下水道協

会の認定標章表示を鋳出すること。 

６． 塗装 

Ｇ－４、Ｇ－３に準ずる。 

７． 製品検査 

当該仕様書に基づき製作された製品３組を準備し、その内１組によって行う。  

試験項目としては、別表のとおりとし、出展根拠図書に明示する規定を満足しなければ

ならない。 

８．  材質検査 

材質検査は、ふた及び受枠について行うものとする。 

試験項目としては、別表のとおりとし、出展根拠図書に明示する規定を満足しなければ

ならない。 

転落防止装置の材質検査については、製造者の材質証明書の写しの提出をもって省略す

る。 

９． 再検査 

製品検査及び材質検査のいずれかにおいて規定値を満足しない場合は、その項目につい

て再検査を行う。 



再検査に使用する供試体は、Ｙブロックについては、予備に鋳造した中から２個を、製

品については、残りの２組を、実体切出しについては、別に２個を準備する。ただし再検査

項目については、２個又は２組共に合格しなければならない。 

 

１０． その他 

10－１. 本仕様書の規定に基づく製造に関し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権および

その他法令に基づき保護される第三者の権利の使用により問題が生じた場合は、当事

者が全て解決するものとし、本市は一切の責任を負わないものとする。 

10－２. Ｇ－４、Ｇ－３、および(財)下水道新技術推進機構 次世代型マンホールふたおよ

び上部壁技術マニュアルの規格に変更があれば、その都度準用するものとする。 

10－３. 本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書の規定に関して生じた疑義については、

本市の指示又は協議の上決定するものとする。 

 

附則 

1 本仕様書の実施は平成 20年 1月 1 日とする。 

 

附則 

1 本仕様書の実施は令和 3年 9月 1日とする。 



別図－①



別図－②

製造者のマークまたは略号

バール穴

おすい、下水道、しゅうはい … 左右袋穴とする

うすい … 左右開放穴とする

バール穴



別図－③


